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経済財政運営と改革の基本方針 2023（主な文教・科技関係箇所抜粋) 
（令和５年６月16日閣議決定） 

第２章 新しい資本主義の加速 

２．投資の拡大と経済社会改革の実行 

（４）官民連携を通じた科学技術・イノベーションの推進 

科学技術・イノベーションへの投資を通じ、社会課題を経済成長のエンジンへと転換し、

持続的な成長を実現する。このため、ＡＩ、量子技術、健康・医療1、フュージョンエネル

ギー、バイオものづくり分野において、官民連携による科学技術投資の抜本拡充を図り、

科学技術立国を再興する。小型衛星コンステレーションの構築、ロケットの打上げ能力の

強化、日本人の月面着陸等の月・火星探査・開発等2の宇宙分野、北極を含む海洋分野3の取

組の強化を図る。社会課題や情勢変化への機動的な対応・早期の社会実装に向け、公的研

究機関や資金配分機関を中核とした新たな連携の構築を図る。 

イノベーションの持続的な創出に向け、国際的な競争的環境下で、多様で厚みのある研

究大学群を形成しつつ、世界最高水準の研究大学を実現する。我が国全体の研究力向上を

牽引する国際卓越研究大学の選定を着実に進めるとともに、戦略的な自律経営が可能とな

るよう必要な規制改革等を早期に実行する。同大学と経営リソースの拡張・戦略的活用や

研究者等のキャリア形成面を含め相乗的・相補的に連携した車の両輪として、地域の中核・

特色ある研究大学の多様なミッションの実現に向けた抜本的な機能強化を図る。 

イノベーションの源泉である優秀な若者が博士を志す環境を実現する。博士課程学生の

処遇向上、挑戦的な研究に専念できる環境の確保、博士号取得者が産業界等を含め幅広く

活躍できるキャリアパス整備等、魅力的な展望が描けるよう総合的な支援を一層強化する。 

価値観を共有するＧ７を始めとした同志国やＡＳＥＡＮ等との科学研究の連携を強化す

る。オープンサイエンス4や、戦略的な国際共同研究等を通じた国際頭脳循環を加速する。 

コロナ後のグローバル社会を見据えた人への投資として、多様性と包摂性のある持続可

能な社会を構築し、国際競争力を高めるとともに、世界の平和に貢献していくことが不可

欠である。このため、デジタル化やグローバル化など社会の急速な変化への対応を加速し、

文理の枠を超えた多様性のあるイノベーション人材の育成強化や国際的な人的交流の活性

化を図る。その際、進学者のニーズ等も踏まえた成長分野への学部再編等5や先端技術に対

1 認知症等の脳神経疾患の発症・進行抑制・治療法の開発、ゲノム創薬を始めとする次世代創薬の推進、再生医療を含む。 
2 民間事業者等が複数年度にわたる予見可能性を持って研究開発に取り組めるよう、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機
構（ＪＡＸＡ）の戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化する。 
3 複数年度を視野に入れた海洋開発重点戦略の策定及び予算の確保による予見可能性を持った開発を強力に推進する。北極
域研究船の着実な建造、海洋のデジタルツインの構築に向けた全球観測等を推進する。 
4 国としてのオープンアクセス方針等に基づく学術プラットフォーマーに対する交渉力の強化、論文投稿支援等の研究活動
の国際的動向を踏まえた対応等。 
5 大学院で高度情報専門人材を育成する国立大学法人における情報系学部定員の柔軟化や、必要教員数の算入方法の柔軟化
を踏まえた実務家教員の登用促進、高等専門学校における半導体等の成長分野に関する地域ニーズに合った人材育成等を含
む。 

参考資料３ 
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応した高専教育の高度化、文理横断的な大学入学者選抜・ＳＳＨ6等による学びの転換の促

進、産学官連携によるキャンパスの共創拠点化等、未来を支える高度専門人材を育む大学、

高等専門学校、専門学校等の機能強化を図る。また、我が国の未来を担う若者の留学を通

じた成長・活躍は社会を変革する鍵となるものであり、より質の高い留学生交流を進める

視点も重視しつつ、2033年までに日本人学生の中長期の海外派遣の拡大を含む海外留学者

年間50万人、外国人留学生の受入れ年間40万人・卒業後の国内就職率7６割等の実現に向け、

留学生の派遣8・受入れ9の強化や卒業後の活躍に向けた環境整備10、教育の国際化の推進11

等に必要な取組を速やかに進める12。 

 

 

４．包摂社会の実現 

 

（女性活躍） 

（中略）ＩＴ分野を始め理工系分野の大学・高専生、教員等に占める女性の割合向上に

向け、女子中高生の同分野の学びや分野選択の促進など産学官連携で地域一体となった取

組等を加速するとともに、大学の上位職への女性研究者登用を促進する取組を強化する。 

 

 

５．地域・中小企業の活性化 

 

（文化芸術・スポーツの振興） 

文化芸術と経済の好循環による活動基盤強化と持続的発展を加速し、心豊かで多様性と

活力のある文化芸術立国を実現する13。このため、我が国が誇るソフトパワーや日本遺産等

の地域の有形・無形の伝統的・現代的な文化芸術資源・コンテンツの魅力の掘り起こし、

磨き上げや強靱化、国際文化交流とそれを通じた平和・絆・安全保障への寄与、国内外へ

の発信強化、クールジャパン戦略の展開14、民間資金や著作権制度改革を含む文化ＤＸの活

用等15を推進する。文化庁の京都移転を機に、文化芸術による地方創生や文化芸術のグロー

バル展開等の強化に向け、日本博2.0の全国展開、食文化や建築文化、生活文化、書籍を含

                         
6 ＳＳＨ：スーパーサイエンスハイスクール。 
7 日本の高等教育機関を卒業・修了した外国人留学生のうち、日本国内で就職した割合（日本国内進学者を除く。）。 
8 海外大学で単位や学位の取得を目指す学生について海外派遣を大幅に拡大するため官民一体となって構造的・抜本的な方
策の実施を進め、その成果の発現・進捗に沿って給付型奨学金を着実に拡充するなど、官民一体での経済的支援の充実、官
民協働による「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」の発展的推進やオンラインの活用等を含む中学・高校段階からの交流・派遣の
推進、高専生の海外派遣の促進、教員の指導力強化やデジタルを活用したパフォーマンステストの実施促進を含む初等中等
教育段階からの英語教育・国際理解教育の推進等。 
9 国費留学生制度の地域・分野重点化など時代に即した戦略性を持った見直し、留学生の授業料設定柔軟化や現行制度と整
合的な定員管理の弾力化、キャンパス等の質及び魅力の向上、適切な在籍管理等。 
10 在留資格制度の見直し、企業への就職円滑化と定着の促進等。 
11 大学が徹底した国際化に継続的に取り組む環境整備、国際化を先導する大学の認定制度の創設、国際的な教育環境を実現
するための調査研究の実施、インターナショナルスクールに関する学校間接続の円滑化等、国際的な中等教育機関の整備推
進・運営支援、国内大学の海外分校や高専を始めとする日本型教育の輸出等。 
12 「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ＜Ｊ－ＭＩＲＡＩ＞（第二次提言）」（令和５年４月27日教育未来創造
会議決定）に基づく。 
13 「第２期文化芸術推進基本計画」（令和５年３月24日閣議決定）等に基づく。 
14 「知的財産推進計画2023」（令和５年６月９日知的財産戦略本部決定）に基づく。 
15 デジタル技術を活用した文化芸術活動等の振興を含む。 
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む文字・活字文化、文化観光等による新たな価値創造、社会全体で文化財を支える保存・

活用の充実と官民連携等16の推進を図る。舞台芸術の地方公演等での統括団体等を通じた

総合的な活動支援等17を含め、こどもや障害者等の文化芸術教育、鑑賞・体験機会の充実を

図る。新国立劇場など国際拠点となる国立文化施設や博物館・美術館等のグローバル展開

を含む機能強化、アート市場の活性化、メディア芸術ナショナルセンター構想の推進や、

トップ芸術家や伝統芸能の担い手の育成等を含め、文化芸術の成長産業化18を図る。世界の

コンテンツ産業の成長を睨み、広い意味でのクリエイターの支援を進めていく。国立公文

書館の機能強化等19を進める。 

障害の有無にかかわらず、誰もが気軽にスポーツに親しみ、その価値を実感できる、活

力ある、絆の強い社会を実現20する。このため、地域の実情に応じた地域スポーツ環境の総

合的な整備21を推進する。スポーツ振興と地方創生の好循環の加速化と、スポーツの成長産

業化を図る。その際、武道・スポーツツーリズムや日本らしいスポーツホスピタリティ22を

取り入れたスポーツ・健康まちづくりの全国展開、民間資金の活用やスポーツＤＸの推進
23、指導者や活動団体の育成等を図る。また、持続可能な国際競技力の向上やスポーツ界の

ガバナンス強化を図る。 

 

 

第４章 中長期の経済財政運営 
 

５．経済社会の活力を支える教育・研究活動の推進 

 

（質の高い公教育の再生等） 

持続可能な社会づくりを見据え、多様なこどもたちの特性や少子化の急速な進展など地

域の実情等を踏まえ、誰一人取り残されず、可能性を最大限に引き出す学びを通じ、個人

と社会全体のWell-beingの向上を目指す24。このため、こどもを安心して任せることができ

るよう、教育ＤＸ25におけるリアルとデジタルの最適な組合せの観点も踏まえ、「教育振興

基本計画」26等に基づき、客観的な根拠27を重視したＰＤＣＡサイクルを推進しつつ、主体

的に調整できる個別最適な学びと協働的な学びの実現を始め、世界に冠たる令和型の質の

高い公教育の再生に向けて、教育の質の向上に総合的に取り組む。 

                         
16 国立文化財修理センターの整備など文化財の匠プロジェクトの充実、地域の誇りである城郭の安定的な修理・活用、皇居
三の丸尚蔵館収蔵品の地方展開等を含む。 
17 劇場・音楽堂等への支援を含む。 
18 映像作品のロケ誘致活動やｅスポーツ（コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える
際の名称）等、文化関連産業の振興を含む。 
19 国立公文書館、博物館、美術館等が所蔵する公文書や資料等のデジタルアーカイブ化の推進を含む。 
20 2025年第25回夏季デフリンピック競技大会の開催も契機として取り組む。 
21 地域スポーツの推進体制の構築、指導者の量と質の確保、安全確保の体制づくり、学校体育施設の有効活用等。 
22 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を通じて創出されたレガシーの一つで、「する・みる・ささえる」スポーツ
を行う人々が、そこに「あつまる」ことで、これまで以上に「より良く楽しむ」ことを可能とする取組・行為全般を示す。 
23 バーチャルスポーツの推進、先端技術によるコンディショニング環境の向上を含む。 
24 自己肯定感など獲得的要素と人とのつながりなど関係性に基づく協調的要素との双方や、教師等のWell-beingを含む。 
25 デジタル技術を活用した教育活動や学校運営等の効果的・効率的な推進と新たな価値の創出を指す。 
26 令和５年６月16日閣議決定。 
27 教育データの利活用を含む。 
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教職の魅力向上等を通じ、志ある優れた教師の発掘・確保に全力で取り組む。教師が安

心して本務に集中し、志気高く誇りを持ってこどもに向き合うことができるよう、教員勤

務実態調査の結果等を踏まえ、働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の

充実28、育成支援29を一体的に進める。教師の時間外在校等時間の上限30を定めている指針

の実効性向上に向けた具体的検討、コミュニティ・スクール等も活用した社会全体の理解

の醸成や慣習にとらわれない廃止等を含む学校・教師が担う業務の適正化等31を推進する。

我が国の未来を拓くこどもたちを育てるという崇高な使命と高度な専門性・裁量性を有す

る専門職である教職の特殊性や人材確保法32の趣旨、喫緊の課題である教師不足解消の必

要性等を踏まえ、真に頑張っている教師が報われるよう、教職調整額の水準や新たな手当の

創設を含めた各種手当の見直しなど、職務の負荷に応じたメリハリある給与体系の改善を行う

など、給特法33等の法制的な枠組みを含め、具体的な制度設計の検討を進め、教師の処遇を

抜本的に見直す。35人学級等についての小学校における多面的な効果検証等を踏まえつつ、

中学校を含め、学校の望ましい教育環境や指導体制を構築していく。これらの一連の施策

を安定的な財源を確保しつつ、2024年度から３年間を集中改革期間とし、スピード感を持

って、2024年度から小学校高学年の教科担任制の強化や教員業務支援員の小・中学校への

配置拡大を速やかに進めるとともに、2024年度中の給特法改正案の国会提出を検討するな

ど、少子化が進展する中で、複雑化・多様化する課題に適切に対応するため、計画的・段階

的に進める。 

ＧＩＧＡスクール構想について、次のフェーズに向けて周辺環境整備を含め、ＩＣＴ34の

利活用を日常化させ、人と人の触れ合いの重要性や発達段階、個人情報保護や健康管理等

に留意しながら、誰一人取り残されない教育の一層の推進や情報活用能力の育成など学び

の変革、校務改善につなげるため、運営支援センターの全国的な設置促進・機能強化等徹

底的な伴走支援の強化により、家庭環境や利活用状況・指導力の格差解消、好事例の創出・

展開を本格的に進める。各地方公共団体による維持・更新に係る持続的な利活用計画35の状

況を検証しつつ、国策として推進するＧＩＧＡスクール構想の１人１台端末について、公

教育の必須ツールとして、更新を着実に進める。 

安心して柔軟に学べる多様な学びの場の環境整備を強化する。非認知能力の育成に向け、

幼児期及び幼保小接続期の教育・保育の質的向上、豊かな感性や創造性を育む文化芸術、

スポーツ、自然等の体験活動や読書活動を推進する。栄養教諭を中核とした食育を推進す

る。地域を始め社会の多様な専門性を有する大人や関係機関が協働してきめ細かく教育に

関わるチーム学校との考え方の下、地域と連携したコミュニティ・スクールの導入を加速

                         
28 効率的な巡回指導等による通級指導体制の充実、多様な支援スタッフの確保・活用等の推進を含む。 
29 心理・福祉等の特定分野における強みなど多様な専門性を有する教職員集団の構築に向けた免許制度改革、大学と教育委
員会による教員養成課程の見直しや地域枠の設定、奨学金の返還支援に係る速やかな検討、特別免許状等の活用を含む教師
の養成・採用、長期間職務を離れた者を含む高度専門職としての学びやキャリア形成の充実を含む研修・研さん機会の高度
化等の一体的改革の推進。 
30 月45時間以内等。 
31 働き方改革の取組状況の見える化、校務ＤＸ化による業務効率化を含む。 
32 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法（昭和49年法律第２号）。 
33 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号）。 
34 デジタル教科書・教材・ソフトウェアやEdTech、ＭＥＸＣＢＴを含む。 
35 「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」（令和元年12月５日閣議決定）に基づく。 
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するとともに、ＩＣＴも効果的に活用し、ＮＰＯ等とも連携した不登校対策や重大ないじ

め・自殺への対応、特異な才能への対応やインクルーシブな学校運営モデルの構築など特

別支援教育の充実36等を図る。その際、不登校特例校37や学校内外の教育支援センター38、夜

間中学の全国的な設置促進・機能強化、養護教諭の支援体制の推進、ＳＣ・ＳＳＷ39等の配

置促進、こうした専門家や警察にいつでも相談できる環境の整備や福祉との連携を含む組

織的な早期対応等40を図る41。産業界と連携したキャリア教育・職業教育42の推進、体力や視

力低下の歯止めをかける対策の強化、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行43、在外

教育施設の機能強化44を含め、新しい時代の学び45の実現に向けた環境を整備46しつつ、セ

ーフティプロモーションスクール47の考え方を取り入れた学校安全を推進する。 

家庭の経済事情にかかわらず、誰もが学ぶことができるよう、安定的な財源を確保しつ

つ、高等教育費の負担軽減を着実に進める。2024年度から、授業料等減免及び給付型奨学

金の多子世帯や理工農系の学生等の中間層への拡大、大学院修士段階における授業料後払

い制度の創設及び本格導入に向けた更なる検討、貸与型奨学金における減額返還制度の年

収要件等の柔軟化による拡充を図るとともに、多子世帯の学生等に対する授業料等減免に

ついて、執行状況や財源等を踏まえつつ、更なる支援拡充を検討し、必要な措置を講ずる。

地方自治体や企業による奨学金返還支援など多様な学生支援の取組の促進、初等中等教育

段階も含めた関係者への周知等を図る。 

 

（研究の質を高める仕組みの構築等） 

官民連携による持続可能な経済社会の実現に向け、「第６期科学技術・イノベーション

基本計画」及び分野別戦略48等を着実に実行する49。破壊的イノベーションの創出に向け、

林立・複雑化した研究資金を不断に見直しつつ、基礎研究や、初期の失敗を許容し長期に

成果を求める研究開発助成制度50を、ステージゲート等の評価を着実に行いながら、更に充

実・推進する。教育・研究・ガバナンスの一体的改革を推進し、改革インセンティブとな

る大学へのメリハリある重点配分と不断の検証や大学運営業務の合理化等を通じ、若手研

                         
36 特別支援学級との適切な選択など、通級による指導の円滑な運用等を含む。 
37 早期に各都道府県・政令指定都市に１校以上、将来的には分教室型も含め全国で300校の設置を目指す。 
38 スペシャルサポートルームを含む。 
39 ＳＣ：スクールカウンセラー、ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー。 
40 端末を活用した兆候の早期発見、保護者の会など保護者への支援やデータ連携も活用したプッシュ型の支援、教室外の学
習成果の成績反映を促すための法令上の措置、学校の風土の見える化等を含む。 
41 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策（ＣＯＣＯＬＯプラン）」（令和５年３月31日文部科学大臣決定）
に基づく。 
42 専門高校や高等専修学校等における取組。 
43 部活動指導員を含む指導者の確保、コーディネーターの配置を含む運営団体・実施主体等の体制整備、参加費用負担への
支援等の課題を踏まえた環境整備等。 
44 在留邦人の子の学びの保障、国内同等の学びの環境整備、在外教育施設ならではの教育の充実を旨とする。 
45 初等中等教育段階からの探究学習・プログラミングを含むＳＴＥＡＭ教育・起業家（アントレプレナーシップ）教育等の
抜本強化、義務教育段階におけるデジタルものづくり等の創造的な教育の推進を含む。 
46 教育環境向上と老朽化対策を一体的に行う長寿命化・脱炭素化改修や防災機能の強化、特別支援学校の教室不足解消に向
けた取組等を含む計画的・効率的な整備等。 
47 学校安全について、組織的・計画的に地域等と連携し、実践・改善を継続するものとして認証された学校。 
48 「第６期科学技術・イノベーション基本計画」（令和３年３月26日閣議決定）において、ＡＩ、バイオテクノロジー、量
子、マテリアル、環境エネルギー、安全・安心、健康・医療、宇宙、海洋、食料・農林水産業が戦略的な重要分野として位置
付けられている。また、「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」や「医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推
進アクションプラン」に基づく取組を推進する。 
49 科学技術予算の計画的計上や基金の効率的活用を含む。 
50 ムーンショット型研究開発制度、創発的研究支援事業等。 
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究者やテニュアトラックの増加等につなげる。研究の質や生産性の向上を目指し、国際性

向上や人材の円滑な移動の促進、大型研究施設の官民共同の仕組み等による戦略的な整備・

活用・高度化の推進51、情報インフラの活用を含む研究ＤＸの推進、大学病院の教育・研究・

診療機能の質の担保を含む勤務する医師の働き方改革の推進等52を図る。研究開発成果の

社会実装と国際市場獲得のため、標準活用戦略を加速する。 

                         
51 生物・医学、素粒子物理学、天文学、情報学といった、世界の学術フロンティアなどを先導する国際的なものを含む。 
52 施設・設備・機器の共用化、スーパーコンピュータとの組合せを含む国産量子コンピュータ等の利活用促進、科学研究費
助成事業（科研費）の基金化を含む研究活動の柔軟性を高める競争的研究費の一体的改革、研究を支えるマネジメント・支
援人材の活用促進等。 


	（令和５年６月16日閣議決定）
	第２章　新しい資本主義の加速
	２．投資の拡大と経済社会改革の実行
	（４）官民連携を通じた科学技術・イノベーションの推進

	４．包摂社会の実現
	（女性活躍）

	５．地域・中小企業の活性化
	（文化芸術・スポーツの振興）


	第４章　中長期の経済財政運営
	５．経済社会の活力を支える教育・研究活動の推進
	（質の高い公教育の再生等）
	（研究の質を高める仕組みの構築等）





